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商  品  名 なかしん教育カードローン 

ご利用 

いただける方 

以下のすべての条件を満たす個人のお客様 
・年齢が満 20歳以上の方 
・安定継続した収入のある方 
・子弟等が学校等へ就学中または、就学予定である方 
・当金庫の会員または会員たる資格を有する方（下記参照） 
 ①当金庫の営業地区内に住所または居所を有する方 
 ②当金庫の営業地区内に事業所を有する方 
 ③当金庫の営業地区内にお勤めの方 
 ※当金庫営業地区・・・秦野市、伊勢原市、厚木市、平塚市、小田原市、南足柄市、

相模原市、座間市、海老名市、大和市、綾瀬市、茅ヶ崎市、藤沢市、中郡大磯町・
二宮町、足柄上郡中井町・大井町・松田町・開成町・山北町、高座郡寒川町、愛甲
郡愛川町・清川村 

・一般社団法人しんきん保証基金の保証を受けられる方 
※学校等とは、国内・海外を問わず学校（教育施設）と呼称されるものとします。 

ご 融 資 方 法 当座貸越と証書貸付の併用型 
※入学前・在学中はローンカード（当座貸越）によりＡＴＭで自由に借入が可能。 
 卒業後、証書貸付に切替え返済をしていただきます。 

お 使 い み ち 〇当座貸越（ＡＴＭでご利用いただけます。） 
・お申込人の子弟・子・被扶養親族の就学にかかる学校等への納付金および就学にかか
る付帯費用 

【対象となる資金使途の例】 
①就学する学校等への納付金（寄付金・学校債・滑り止め受験で合格した学校等への入
学金を含む） 

②就学にかかる付帯費用（受験費用・教材費・下宿費用（敷金、礼金、家賃）・交通費・
入学、卒業に伴う引越費用等） 

③上記①、②を資金使途として当金庫を含む金融機関、日本政策金融公庫ならびに信販
会社（消費者金融は除く）から借り入れたローンの借換え資金および借換えに伴う繰
上返済にかかる手数料 

 
〇証書貸付 
・当該教育カードローンの貸越元金残高および最終利払日以降の貸越利息 

ご利用限度額 〇当座貸越 
 貸越極度額 50万円以上 500万円以内（10万円単位） 
 
〇証書貸付 
 500万円以内（1万円単位） 
 ※但し、当座貸越契約期限日における当該カードローンの貸越元金残高および最終利

払日以降の貸越利息を上限とします。 

ご 融 資 期 間 〇当座貸越 
 ５年以内（１年ごとの自動更新） 
 ※医学部・薬学部等 6 年制大学等、在学予定期間が 4 年を超える場合は、最長 7 年か

つ卒業予定月までとします。 
 ※子弟等が進学する際、引続き教育カードローンのご利用を希望される場合は、進学

先の確認をさせていただき、進学先の卒業予定月までとします。 
  （卒業予定月の 3ヶ月後の末日までに証書貸付へ切替えていただきます。） 
 
〇証書貸付 
 3ヶ月以上 10年以内 

ご 融 資 利 率 変動金利 当金庫所定の利率を適用いたします。 
（当座貸越・証書貸付とも変動金利にてお取扱いいたします。） 
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ご 返 済 方 法 〇当座貸越 
・元金返済据置 
（お利息は、指定口座より毎月 10日（休日の場合は翌営業日）に引落しさせていただき
ます。） 

・元金の任意返済は随時可能 
・卒業予定月の 3ヶ月後の月末までに証書貸付に切替えることで完済といたします。 
 
〇証書貸付 
・毎月元利均等返済または元金均等返済とし、ボーナス月増額返済の併用もできます。
ただし、ボーナス返済部分の元金はご融資額の 50％までとします。 

利息の計算方法

（当座貸越期間） 

前月の約定返済日から当月の約定返済日前日までの毎日の最終貸越残高について、付利
単位を 100円とした 1年を 365日とする日割計算にて算出いたします。 

担保・保証人 不要です。 
※一般社団法人しんきん保証基金の保証をご利用いただきます。 

保  証  料 ご融資利率に含まれております。 

手  数  料 
（証 書 貸 付） 

・一部繰上返済 5,500円（消費税込） ・条件変更時 5,500円（消費税込）  
・全部繰上返済 5,500円（消費税込） 

そ  の  他 ※インターネットまたはＦＡＸにて簡単・便利な仮審査申込みがご利用できます。 
※実際のお借入金利は、お申込み時ではなく、お借入いただく日の金利が適用されます
ので、表示金利とは異なる場合があります。 

※審査の結果によっては、ご希望に添いかねる場合もございますのでご了承ください。 
※当座貸越ご利用中でも元金返済は随時可能です。 
※融資実行時には所定の印紙税が別途必要となります。 
※当座貸越から証書貸付に切替える時には、別途手続きおよび必要となる書類がありま
す。 

※証書貸付にてご返済中でも一部または全額の繰上返済も可能としますが、所定の手数
料がかかります。 

※詳しくは、窓口および渉外担当者までお問い合わせください。 

 


